
2 0 2 2 年 1 0 月 2 2 日 ６　従業員

■ 常 3 3 0
■ 常 3 6 32 ■ 市

１　協議事項 ■ 常 □ 非 3 3 20
■ 常 □ 非 2 9 16 開発指導課
■ 常 □ 非 3 3 16 ■
□ 常 ■ 非 4 6 10
□ 常 ■ 非 3 2 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 □ 常 ■ 非 6 7 4 □
■ □ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 □ 常 □ 非 □
□ ■ □ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 □ 常 □ 非 □

■ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 □ 常 □ 非 □
□ 多機能型サービス □ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 □ 常 □ 非

□ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 月給計 108
□ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 日 〆 10 日 6 月 12 月

□ □ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
□ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ７　借入金の状況
□ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

□ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
□ □ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

□ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
□ □ 施設整備を伴う 〇 〇 〇 〇 〇 〇

□ 施設整備を伴わない 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ８　必要な資金と調達方法

２　事業実施に係る動機
1000

1000
３　提供サービス 1000 1000

① 100 ％
② ％ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ ９　事業の見通し
③ ％ 月 火 水 木 金 土 日

5 5 5 10

0 0 120 225
0 0 0 0

0 0 120 225

108 108 250 108
3 3 3 3
0 0 0 0
3 3 3 3

４　施設の概要【平面図は裏面のとおり】 20 20 20 20

□ 134 134 276 134

□

1 階 階 年
㎡ ㎡

1 階 ㎡
16 人 6 人 10 人

階 ㎡
人 人 人

※１　月平均利用額（１人当たり）の積算根拠
階 ㎡

人 人 人
□ □ □ □ ■

※２　給付費は，サービス提供月の翌々月に振り込まれるので留意すること（例：４月サービス提供→５月請求→６月振込）
※３　主な受注作業取引先（生産活動を行う場合に記入）

５　主要取引先

※３　主な事業所内生産品（生産活動を行う場合に記入）

円 × H × 日 × 人 ＝
円 × H × 日 × 人 ＝

※４　諸経費：消耗品，光熱水費，車両管理費，研修費，宣伝広告費，租税公課，社会保険料，レンタル料等

協
議
の
種
類

就労継続支援A型
共同生活住居の追加
上記以外

事業所の移転 新築予定
賃借・自己所有

建物の構造・設備の変更

％

％ 日 〆

日回収

万円

日 〆

１月当たりの生産額
万円

日回収

生産品 １時間単価 計算式

％

下段：所在地

日回収

％

％ 日 〆

なし

％

万円 □
掛取引 回収・支払の条件 意見

上段：取引先
割合

内
容

申請種別 新築 増築 用途変更

あり ■

下段：所在地

職員 利用者
基本報酬（サービス費）＋全ての加算について記載すること

移転 その他

児童福祉法に基づく児童発達支援事業所

児童発達支援定員10人以下・基本単価:855単位指導員加配加算・187単位、福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ・81単位、福祉・介護職員特定処遇改善加算Ⅰ・23単位
※1人当たりの利用額は、利用者個別の利用額ではなく、事業所の稼働日全てに常に誰か一人が利用した場合の利用額として計算したもの。

上段：受注先
１月当たりの受注額 契約書の有無 回収・支払いの条件

円

③
種別

（（（Ｂ－Ｃ）／25）／8）／Ａ

手続

円 円円

使用する階 専有面積
収容人員 内訳

最賃確保状況（Ａ型）

万円

収容人員 内訳 職員 利用者

支出　Ｃ 万円 万円 万円 万円
万円 万円 万円

必要経費 万円 万円 万円 万円

万円

事
業
の
概
要

①
種別 児童発達支援

売上高　※３ 万円
建築面積 144.2 延面積 350

生
産
活
動

収入　Ｂ
万円 万円 万円

手続 新規 使用する階 専有面積 118.2

万円 万円

万円

用途 第1種住居地域・平屋建て園舎 構造 木造

収支
-134

社会福祉法人昌和福祉会 抵当権 あり

支出計② 万円

万円91-134

万円 万円 万円

万円

②
種別

利用者賃金 万円

階層 1階建て 地上 地下 建築年 2021年6月

手続 使用する階 専有面積
収容人員 内訳 職員 利用者

諸経費　※４ 万円 万円 万円

万円 万円

万円
①-②

-156 万円万円

万円 万円 万円

土
地

所在地 福山市横尾町2丁目4番22号 用途区域 第一種居住地域
所有者 社会福祉法人昌和福祉会 抵当権 あり

万円

建
物

名称 おさなごの園さるすべり

支払元金利息 万円 万円 万円

所有者

・今回計画の児童発達支援の
建築基準法上の用途は「児童
福祉施設等」に該当しますが，
用途の変更を伴わないため建
築基準法上の手続きは不要で
す。
　なお，手続きが不要な場合で
あっても，建築士等に相談し，
建築基準法に適合する計画と
してください。
・本件は，都市計画法第4条第
12項に規定する「開発行為」に
該当しないため，開発許可不
要と判断されます。
　その他の法令については，
関係部局とそれぞれ協議して
ください。
・本件，既存福祉施設内で児
童発達の事業所を開設するも
のです。
なお，今回の開設に伴い，新
たに設置が必要となる消防用
設備等はありません。

同種のサービス
認定こども園せんにしの丘、認定こども園せんだの森、認定こども園みゆき、小規模保育所おさなごの園よこおを運営していま
す。この度初めて「おさなごの園さるすべり」として児童発達支援事業を開設したいと考えました。

その他 万円

万円
賃借料 万円 万円 万円 万円支

出

人件費 万円 万円 万円 万円
旅費・交通費 万円 万円 万円

万円意見

通信費 万円

25

目標

法人設立から45年、地域社会の子どもたちを愛し多くの子どもたちの成長を受入地域の保育施設として保育・教育を邁進してきま
した。この度、小規模保育所で発達支援事業を開設し、早期に必要な指導支援をして、将来的に本人の負担を軽減するため、障
害の有無に関わらず発達の遅れが気になる子供の日常生活の自立支援と保護者の相談支援を行い安心と信頼関係を与えて支
援する。

収
入

給付費　※２
万円

収入計 ① 万円 万円 万円 万円

万円 万円 万円 万円

24

万円 万円

理念
「愛は生命である」を理念に、愛あるところに生命がある。一人ひとりが尊ばれ、一緒に育つ環境を目指し福祉の原点を
忘れない活動を行っている。

意見
利用者見込 Ａ 人 人 人 人

万円
（１人当たり）

万円 26 万円万円 24
月平均利用額　※１

３月目 １年後

別紙のとおり

必要な資金 金額 調達方法 金額 意見

設
備
資
金

土地 万円 補助金 万円
建物

合計 合計 万円

車両 万円
その他

種別
児童発達支援 割合 提供日

運転資金 万円

割合 １月目
割合

２月目

万円 自己資金

共生型サービス以外 新築予定

設備 万円 借入金 万円

万円

万円 万円

万円

万円

大幅な事業内容の変更

万円 万円

年間返済額
万円

現在地
定員の変更

賃借・自己所有

新築予定

万円
金融機関 理由 借入残高

人件費 月末 支払 ボーナス

万円
回答 0

福山市障がい福祉
サービス等の指定に
係る懇話会

2023年4月1日
開設（変更）予

定日
事業所名

2 月 1

万円

保育士 万円

万円

受理 1 1

万円事業の追加

意見

賃借・自己所有

看護師 万円

5 日

担当者名 連絡先 児童発達支援管理者

月 0

おさなごの園さるすべり児童発
達支援事業所

児童発達支援

共生型サービス

保育士 万円

計画の概要
本計画書に記載が必要な項目

新規事業所の開設

万円

事業種別

消防局予防課

児童指導員

万円 建築指導課
保育士(管理者)

関
係
者
へ
の
意
見
聴
取

保育士 万円
万円

様式第２号－１
法人名 社会福祉法人　昌和福祉会 職種 雇用形態 名前 年齢 月給

■当初 □最終
代表者職名前 理事長　　難波富江 管理者(保育士) 万円

意見事　業　計　画　書
作成年月日

・「施設の概要」では職員６
人だが，ここでは７人。実際
は７人でよかったですか。

万円

1 日



１０　付近図 １２　事業計画

人 0 事業所
0 人

１３　利用者処遇

千田（2021年度）全体607人　１年96人　2年103人　3年94人　4年105人　5年105人　6年104人　支援学級（内）56人

御幸（2021年度）全体917人　１年142人　2年135人　3年151人　4年162人　5年179人　6年148人　支援学級（内）69人

１１　平面図

・
１４　防災計画

１５　一日の流れ

8 時 30 分 ～ 9 時 0 分
9 時 0 分 ～ 9 時 30
9 30 10 45 分 始まりの会(あいさつ・出席確認)・療育活動

10 時 45 分 ～ 11 時 0 おやつの提供・排泄・水分補給
11 0 11 30 分 療育活動
11 時 30 分 ～ 12 時 0 昼食、帰りの会(あいさつ・1日の振り返り)・排泄
12 0 13 0 分 職員休憩
13 時 0 分 ～ 13 時 30 午後の準備・登所・荷物の確認・排泄・あそび確認
13 30 14 45 分 始まりの会・療育活動
14 時 45 分 ～ 15 時 0 おやつの提供・排泄・水分補給
15 0 15 30 分 療育活動
15 時 30 分 ～ 16 時 0 帰りの会(あいさつ、1日の振り返り)・排泄・帰宅
16 0 17 0 分 職員休憩・記録・準備・業務終了

意見
業務開始・朝礼・準備
登所・荷物の確認・排泄・あそびの確認

意見

・法人内事業のスケールメリットを
活かしながら，専門的な支援につ
ながることを願います。
・午前，午後と５名ずつ，親子，単
独とニーズに合わせて実施とある
が，どのような形態で行うのか。
（単独の中に親子も加わるのか，
曜日で分けるのか等）
・保護者の就労支援について（登
園，降園後は，保育所への送迎
があるのかどうか。低年齢の子
は，同敷地内の保育所にスライド
するのか。）
・同敷地内の保育所の０歳児～２
歳児までの乳児の子どもたちと児
童発達の４，５歳児の子どもたち
と園庭の共有等，日課や環境な
どに対しての課題は？

利用定員

・特別な支援を必要とするお子さんが集団での生活に慣れる事が出来、また自発的な生活を送ることが出来るよう支援を
行う。
・特別な支援を必要とするお子さん達の集団における生活で、本人が持つ力が発揮できるように支援を行う。
・個々の発達の特性を理解し、集団保育に於いても相手を意識して関われるように支援していきます。
・小学校入学までに身に付けておくべき生活力、社会性を集団の中で獲得できるように支援を行う。
・将来にわたり、豊かな生活の礎となるような支援を行っていく。
・児童発達支援の考え方、基礎知識やスキルの学びを深めるため法人内外研修を計画的に行って支援していく。
・自然環境を生かして、菜園活動や食育活動等を療育活動として取り入れて、日々子どもたちが意欲的に参加できる支援
を行う。
・家族が安心して育児を行うことができるよう、様々な不安を軽減していくための物理的、心理的支援を行う。
・支援を利用する子どもが地域で適切な支援が受けられるよう、関係機関等と連携を強化して支援を行う。
・地域の子育て支援力を高めるためのネットワークを構築するサポートも支援する。

意見
・職員に児童発達支援事
業従事経験者はいるか。
また，職員研修の取組み
がしっかりと確保できてい
るか。

意見
※平面図のデータを貼付

発達状況を把握して支援計画を立てる。発達障碍児に有効な空間の構造化を行い、過ごしやすい室内の空間や環境整備
を行います。個別活動と小集団活動を組み合わせて子どもたちに合わせた活動、遊び、かかわり方や社会のルールが学べ
る支援を行う。保護者の育児や介護負担軽減を目的に、保護者等が気軽に相談しやすい関係作りに努め、必要に応じて児
童を取り巻く関係機関と連携を行うことにより、保護者とともに課題を解決するための支援を行う。
・利用年齢…おおむね2歳児から就学前
・利用形態…親子通園及び単独通園
・利用人数…午前5名、午後5名　・終日希望若干名
・食事提供…昼食(給食あり)、おやつあり
・療育…集団療育と個別療育
・通所支援計画…年２回(4月と１０月)
・面談…必要に応じて随時(１回/月)
・休業日…日曜祭日・年末年始・お盆休み・臨時休業日
・開所時間…午前8時30分から午後17時00分まで
・サービス利用時間…午前の部(９時00分～12時00分)　　午後の部(13時00分～16時00分)
・療育内容…自然の季節を取り入れた活動・リトミック音楽・運動遊び・日常生活動作・SST
・送迎は必要に応じて支援あり

意見 意見
小学校区 千田 人口 11,605 事業所数

・日常の保育において、事務管理責任者、保育主幹、調理責任者は防災意識の観点から、職場の環境を整備する。
・日頃から連絡の分担などの対応の仕方を全職員で確認する。
・地域の関係機関と連携し、防災会議に参加するなど地域の方に園を認知し把握してもらい情報を共有する。
・非常時の連携、協力が得られる関係作りを日ごろから心がけておく。
・避難防犯安全指導計画に沿って、日頃から役割や訓練等を実施し行動する。
・火災発見した場合、大きな声で回りの職員に知らせる。
・子どもが近くにいる場合、初動の支持を落ち着いてする。
・知らせを受けた職員は可能な限り、複数人で初期消火に努める。
・119番消防署へ緊急通報する。　　・地域住民・関係機関へ連絡する。
・子どもの避難誘導し、速やかに避難場所(第一・第二)へ避難する。
・落ち着いて行動することを心掛け、子どもに動揺を与えないよう努める。
・安全な場所まで避難した後、状況により保護者に連絡し子どもを引き渡す。
・地震、風水害及び台風が発生した場合、（危機管理マニュアル優先適応）
・園における子どもの事故、事件が発生した場合（マニュアル優先適応）
・光化学スモッグ注意報等の発令した場合（マニュアル優先適応）
・食中毒、感染症等の危機的状況が発生した場合（マニュアル優先適応）

斜線部分が児童発達支援を行うところです。

指導訓練室は保育室３で行う予定。

静養室，相談室は相談・医務室とおつきさまの部

屋を使用予定です。

付近図掲載せず



2 0 2 3 年 0 3 月 0 9 日 ６　従業員

■ 常 3 3 0
■ 常 3 6 32

１　協議事項 ■ 常 □ 非 3 3 20
■ 常 □ 非 2 9 16
■ 常 □ 非 3 3 16
□ 常 ■ 非 4 6 10
□ 常 ■ 非 3 2 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 □ 常 ■ 非 6 7 4
■ □ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 □ 常 □ 非
□ ■ □ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 □ 常 □ 非

■ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 □ 常 □ 非
□ 多機能型サービス □ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 □ 常 □ 非

□ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 月給計 1 0 8
□ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 日 〆 1 0 日 6 月 1 2 月

□ □ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
□ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ７　借入金の状況
□ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

□ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
□ □ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

□ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
□ □ 施設整備を伴う 〇 〇 〇 〇 〇 〇

□ 施設整備を伴わない 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ８　必要な資金と調達方法

２　事業実施に係る動機

1 0 0 0

1 0 0 0
３　提供サービス 1 0 0 0 1 0 0 0

① 1 0 0 ％
② ％ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ ９　事業の見通し
③ ％ 月 火 水 木 金 土 日

5 5 5 10

0 0 1 2 0 2 2 5
0 0 0 0
0 0 1 2 0 1 2 0

1 0 8 1 0 8 2 5 0 1 0 8
3 3 3 3
0 0 0 0
3 3 3 3

４　施設の概要【平面図は裏面のとおり】 2 0 2 0 2 0 2 0

□ 1 3 4 1 3 4 2 7 6 1 3 4

□

1 階 階 年
㎡ ㎡

1 階 ㎡
1 7 人 7 人 1 0 人

階 ㎡
人 人 人

※１　月平均利用額（１人当たり）の積算根拠
階 ㎡

人 人 人
□ □ □ □ ■

※２　給付費は，サービス提供月の翌々月に振り込まれるので留意すること（例：４月サービス提供→５月請求→６月振込）
※３　主な受注作業取引先（生産活動を行う場合に記入）

５　主要取引先

※３　主な事業所内生産品（生産活動を行う場合に記入）

円 × H × 日 × 人 ＝
円 × H × 日 × 人 ＝

※４　諸経費：消耗品，光熱水費，車両管理費，研修費，宣伝広告費，租税公課，社会保険料，レンタル料等

年間返済額 意見
万円 万円

万円万円
万円万円

万円 万円

支
出

利用者賃金 万円 万円 万円 万円

万円 万円
売上高　※３ 万円 万円 万円 万円

支出　Ｃ 万円 万円 万円 万円

2 2

万円
意見事　業　計　画　書

作成年月日

担当者名 連絡先

万円

事業の追加

万円
万円
万円

保育士
保育士

共生型サービス
共生型サービス以外

□当初 ■最終
代表者職名前 理事長　難波富江 管理者(保育士)

金融機関

様式第２号－２
法人名 社会福祉法人　昌和福祉会 職種 雇用形態 名前 年齢 月給

受付印省略

万円
万円

本計画書に記載が必要な項目

万円
保育士(管理者) 万円

児童発達支援管理者

保育士

理由 借入残高

万円

車両

金額必要な資金 金額 調達方法

児童指導員
看護師 万円

万円

人件費 月末 支払 ボーナス

万円

協
議
の
種
類

就労継続支援A型
共同生活住居の追加
上記以外

事業所の移転 新築予定
賃借・自己所有

建物の構造・設備の変更

計画の概要

大幅な事業内容の変更

定員の変更

賃借・自己所有

現在地

新築予定
賃借・自己所有

新築予定

事業種別 児童発達支援 事業所名 児童発達支援　さるすべり
開設（変更）

予定日
2023年4月1日

万円

新規事業所の開設

理念
「愛は生命である」を理念に、愛あるところに生命がある。
一人ひとりが尊ばれ、一緒に育つ環境を目指し福祉の原点を忘れない活動を行っている。

１月目
割合

合計

２月目 ３月目
種別

児童発達支援 割合 提供日

割合

別紙のとおり

主な修正点

設
備
資
金

土地 万円 補助金 万円
建物 万円 自己資金 万円
設備 万円 借入金 万円

万円

万円
その他 万円

運転資金 万円
合計

１年後 主な修正点
利用者見込 Ａ 人 人 人 人

5 万円
（１人当たり）

万円 2 6 万円4 万円 2 4
月平均利用額　※１

収入計 ① 万円 万円 万円 万円

収
入

万円 万円万円

万円
万円 万円 万円 万円その他

同種のサービス
認定こども園せんにしの丘、認定こども園せんだの森、認定こども園みゆき、小規模保育所おさなごの園よこおを運営してい
ます。　　　　　　この度初めて「児童発達支援さるすべり」として児童発達支援事業を開設したいと考えました。

万円 万円 万円

内訳 職員 利用者

万円
万円 万円

万円

収容人員 内訳 職員 利用者

5

万円
1階建て 地上 地下

目標
法人設立から45年、地域社会の子どもたちを愛し多くの子どもたちの成長を受入、地域の保育施設として保育・教育を邁進してきました。こ
の度、小規模保育所で発達支援事業を開設し、早期に必要な指導支援をして、将来的に本人の負担を軽減するため、障害の有無に関わ
らず発達の遅れが気になる子供の日常生活の自立支援と保護者の相談支援を行い安心と信頼関係を与えて支援する。

給付費　※２

主な修正点

人件費

階層

手続 新規 使用する階 専有面積 118.2

支出計②
名称 児童発達支援さるすべり

144.2 延面積 350

支払元金利息

生
産
活
動

建築年

建築基準法については
建築士に相談し、適合
する施設となっていま

す。

第一種居住地域

用途変更

万円 万円

建築面積

万円

通信費 万円 万円

万円旅費・交通費

諸経費　※４ 万円 万円 万円 万円

賃借料 万円 万円 万円 万円

万円
所有者 社会福祉法人昌和福祉会 抵当権 あり

万円 万円 万円所在地 福山市横尾町2丁目4番22号 用途区域

用途

3 4

万円

万円

4 万円 ― 1

万円 万円

所有者 社会福祉法人昌和福祉会 抵当権 あり

万円万円

万円

万円

9 1 万円6 万円

第1種住居地域・平屋建て園舎 構造 木造

万円

万円 ― 1

万円施
設
の
概
要

土
地

建
物

収支
― 1 3

2021年6月

手続 使用する階 専有面積

①-②
収入　Ｂ

必要経費事
業
の
概
要

①
種別 児童発達支援

②
種別

③

円

手続 使用する階 専有面積

（（（Ｂ－Ｃ）／25）／8）／Ａ
円円

収容人員

円

下段：所在地
割合 掛取引

基本報酬（サービス費）＋全ての加算について記載すること

移転 その他

□

内
容

申請種別 新築 増築

最賃確保状況（Ａ型）

内訳 職員

種別

収容人員 利用者

％％ 日回収

万円

日％

受付印

計算式 １月当たりの生産額

あり
回収・支払の条件 主な修正点

下段：所在地

児童福祉法に基づく児童発達支援事業所

児童発達支援定員10人以下・基本単価:855単位指導員加配加算・187単位、福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ・81単位、福祉・介護職員特定処遇改善加算Ⅰ・23
単位　※1人当たりの利用額は、利用者個別の利用額ではなく、事業所の稼働日全てに常に誰か一人が利用した場合の利用額として計算したもの。

上段：受注先
１月当たりの受注額 契約書の有無 回収・支払いの条件

上段：取引先
■ なし

日回収

生産品
万円

％

〆

日回収

万円

％ 日

１時間単価

〆

％

日 〆



１０　付近図 １２　事業計画

人 0 事業所
0 人

１３　利用者処遇

千田（2021年度）全体607人　１年96人　2年103人　3年94人　4年105人　5年105人　6年104人　支援学級（内）56人

御幸（2021年度）全体917人　１年142人　2年135人　3年151人　4年162人　5年179人　6年148人　支援学級（内）69人

１１　平面図

・
１４　防災計画

１５　一日の流れ

8 時 30 分 ～ 9 時 0 分
9 時 0 分 ～ 9 時 30
9 30 10 45 分 始まりの会(あいさつ・出席確認)・療育活動

10 時 45 分 ～ 11 時 0 おやつの提供・排泄・水分補給
11 0 11 30 分 療育活動
11 時 30 分 ～ 12 時 0 昼食、帰りの会(あいさつ・1日の振り返り)・排泄
12 0 13 0 分 職員休憩
13 時 0 分 ～ 13 時 30 午後の準備・登所・荷物の確認・排泄・あそび確認
13 30 14 45 分 始まりの会・療育活動
14 時 45 分 ～ 15 時 0 おやつの提供・排泄・水分補給
15 0 15 30 分 療育活動
15 時 30 分 ～ 16 時 0 帰りの会(あいさつ、1日の振り返り)・排泄・帰宅
16 0 17 0 分

主な修正点
※平面図のデータを貼付

・日常の保育において、事務管理責任者、保育主幹、調理責任者は防災意識の観点から、職場の環境を整備する。
・日頃から連絡の分担などの対応の仕方を全職員で確認する。
・地域の関係機関と連携し、防災会議に参加するなど地域の方に園を認知し把握してもらい情報を共有する。
・非常時の連携、協力が得られる関係作りを日ごろから心がけておく。
・避難防犯安全指導計画に沿って、日頃から役割や訓練等を実施し行動する。
・火災発見した場合、大きな声で回りの職員に知らせる。
・子どもが近くにいる場合、初動の支持を落ち着いてする。
・知らせを受けた職員は可能な限り、複数人で初期消火に努める。
・119番消防署へ緊急通報する。　　・地域住民・関係機関へ連絡する。
・子どもの避難誘導し、速やかに避難場所(第一・第二)へ避難する。
・落ち着いて行動することを心掛け、子どもに動揺を与えないよう努める。
・安全な場所まで避難した後、状況により保護者に連絡し子どもを引き渡す。
・地震、風水害及び台風が発生した場合、（危機管理マニュアル優先適応）
・園における子どもの事故、事件が発生した場合（マニュアル優先適応）
・光化学スモッグ注意報等の発令した場合（マニュアル優先適応）
・食中毒、感染症等の危機的状況が発生した場合（マニュアル優先適応）

主な修正点

主な修正点
業務開始・朝礼・準備

・特別な支援を必要とするお子さんが集団での生活に慣れる事が出来、また自発的な生活を送ることが出来るよう支援を
行う。
・特別な支援を必要とするお子さん達の集団における生活で、本人が持つ力が発揮できるように支援を行う。
・個々の発達の特性を理解し、集団保育に於いても相手を意識して関われるように支援していきます。
・小学校入学までに身に付けておくべき生活力、社会性を集団の中で獲得できるように支援を行う。
・将来にわたり、豊かな生活の礎となるような支援を行っていく。
・児童発達支援の考え方、基礎知識やスキルの学びを深めるため法人内外研修を計画的に行って支援していく。
・自然環境を生かして、菜園活動や食育活動等を療育活動として取り入れて、日々子どもたちが意欲的に参加できる支援
を行う。
・家族が安心して育児を行うことができるよう、様々な不安を軽減していくための物理的、心理的支援を行う。
・支援を利用する子どもが地域で適切な支援が受けられるよう、関係機関等と連携を強化して支援を行う。
・地域の子育て支援力を高めるためのネットワークを構築するサポートも支援する。

登所・荷物の確認・排泄・あそびの確認

職員休憩・記録・準備・業務終了

主な修正点
・職員に児童発達支援事
業従事経験者はいるか。
⇒２名配置している。
・職員研修の取組みがしっ
かりと確保できているか。
⇒園内研修では講師を招
き研修（年数回）、職員間
研修を行う。また、積極的
に園外の研修にも参加す
る。

主な修正点 発達状況を把握して支援計画を立てる。発達障碍児に有効な空間の構造化を行い、過ごしやすい室内の空間や環境整備
を行います。個別活動と小集団活動を組み合わせて子どもたちに合わせた活動、遊び、かかわり方や社会のルールが学べ
る支援を行う。保護者の育児や介護負担軽減を目的に、保護者等が気軽に相談しやすい関係作りに努め、必要に応じて児
童を取り巻く関係機関と連携を行うことにより、保護者とともに課題を解決するための支援を行う。
・利用年齢…おおむね2歳児から就学前
・利用形態…親子通園及び単独通園
・利用人数…午前5名、午後5名　・終日希望若干名
・食事提供…昼食(給食あり)、おやつあり
・療育…集団療育と個別療育
・通所支援計画…年２回(4月と１０月)
・面談…必要に応じて随時(１回/月)
・休業日…日曜祭日・年末年始・お盆休み・臨時休業日
・開所時間…午前8時30分から午後17時00分まで
・サービス利用時間…午前の部(９時00分～12時00分)　　午後の部(13時00分～16時00分)
・療育内容…自然の季節を取り入れた活動・リトミック音楽・運動遊び・日常生活動作・SST
・送迎は必要に応じて支援あり

主な修正点
小学校区 千田 人口 11,605 事業所数 ・午前，午後と５名ずつ，親子，単

独とニーズに合わせて実施とある
が，どのような形態で行うのか。
（単独の中に親子も加わるのか，
曜日で分けるのか等）⇒１∼２回/
月、親子の日を設ける。
・保護者の就労支援について（登
園，降園後は，保育所への送迎
があるのかどうか。低年齢の子
は，同敷地内の保育所にスライド
するのか。）⇒利用時間に合わせ
て各園に送迎を行う。
・同敷地内の保育所の０歳児～２
歳児までの乳児の子どもたちと児
童発達の４，５歳児の子どもたち
と園庭の共有等，日課や環境な
どに対しての課題は？⇒園内外
の使用する環境（部屋・園庭等）
は区別をし、分けている。

利用定員

斜線部分が児童発達支援を行うところです。

指導訓練室は保育室３で行う予定。

静養室，相談室は相談・医務室とおつきさまの部

屋を使用予定です。

付近図掲載せず


